
葛飾区 都市整備部 都市計画課 地域街づくり担当係
担当︓⼤⾕（おおたに）・萩⾕（はぎや） 
電話︓０３（５６５４）８３３２

▼ 西新小岩五丁目地区の街づくりに関して、お気軽にお問い合わせください。

各３回のアンケート調査や協議会の開催、ニュース
の発行を行うとともに、アンケート調査では郵送と
ＷＥＢアンケートを併用して行います。

アンケート調査の回答率26％は、
低いのではないですか？

現在、木造モルタル造の家に住んで
いる場合、建替えをしなければ、そ
のまま住み続けられるのですか？
また、建物の一部が道路拡幅で削
られた場合はどうなるのですか？

建替えルールはいつから適用され
るのですか？

建替えの時に適用されるルールです。

されます。

を目指しています。

防災生活道路の線形については、
ところです。

しているので、その際に詳細は説明
させていただきます。

します。

防災生活道路の拡幅整備により、
消防車は円滑に通行できるようにな
るのですか？

▼  配布資料について　 はこちら　　

　  または、　　 　で検索

▼  動画配信について　 はこちら
　  でYouTubeにて配信しています。
   https://youtu.be/wfkI-wBTM90
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に地区内の土地・建物等の権利を
お持ちの方に郵送させていただきますので、皆さまのご協力をお願いします。

発⾏︓協議会事務局（葛飾区）

　西新小岩五丁目地区における建替えのルールなどのまちづくりについて、土地・建物等の権利者
の皆様や自治町会と区との協働による検討を進めるため、第１回「西新小岩五丁目地区まちづくり
推進協議会」を2月25日（土）に開催いたしましたので、当日の内容についてお知らせします。

　西新小岩五丁目は江戸時代から地形が変わっておらず、戦後、農地がそのまま
宅地化されたため、細い道路が多く、消防自動車が入れません。
私が10年前に町会長を引き受けた頃に火災が３回起き、犠牲者も出ました。
　そのことから町会の皆さんとも相談して、区長に要望書を提出しました。区役
所もしっかり街づくりに取り組んで欲しいとお願いしているので、皆さんにも協
力をお願いしたいと思います。

●日　　時 ： 令和５年２⽉25⽇（⼟）
      14時〜15時15分
●会　　場 ： 新⼩岩北地区センター
●参加者数 ： 42名 （オンライン参加６名含む）
●主な内容 ： 協議会会則
      第１回アンケート調査結果
      検討スケジュール
      第２回アンケートの内容について
      質疑応答・意⾒交換

開催毎に地区内の⼟地・建物等の権利者に開催案内を郵送するとともに、⾃治町会の
掲⽰板に掲⽰する

 

●目　　的 ： 葛飾区が令和４年４⽉に策定した「⻄新⼩岩五丁⽬地区防災街づくり計画」の実現
に向け、地区内の⼟地・建物等の権利者、⾃治町会と葛飾区との協働による防災ま
ちづくりを推進する。

●会　　長 ： ⻄新⼩岩五丁⽬町会⻑
●事 務 局 ： 葛飾区都市整備部都市計画課（街づくり推進担当課）
●活動内容 ： 建物の不燃化の促進に関する検討
        地区の⾻格となる防災⽣活道路の拡幅整備に関する情報共有
●協議会開催のお知らせ ： 

事務局から協議会会則の説明があり、町山会長から挨拶がありました。
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問１ 防災まちづくりの⽬標について

問２ ⾻格となる防災⽣活道路の拡幅整備
   （防災街づくり計画⽅針１）について

問３ 建物の不燃化の促進
   （防災街づくり計画⽅針２）について

　昨年11月から12月にかけて西新小岩五丁目地区
に土地や建物をお持ちの権利者の方1,263人に調
査票をお送りしたところ、回答をいただいた方が
338人で、回収率は26.8％でした。

　東京都の地域危険度測定調査では、西新小岩五丁目地区
の出火・延焼の危険性を示す、火災危険度が最も高いランク
に位置づけられています。
　地区内の現状は延焼の危険性が高いとされる木造や防火
造の建物が約６割を占めています。
　このことから、 ㎡

だと考えられます。

▼敷地⾯積の最低限度（案）
▼現在66㎡未満の敷地にお住まいの⽅が建替えた場合

 第２回アンケート調査でお伺いする制限内容について、ご説明させていただきました。
 ※令和５年５⽉以降に以下の２項⽬について調査を実施する予定です。

　葛飾区では宅地開発指導要綱により400㎡以上の土地を分割する場合には、面積66㎡以上とする
決まりがありますが、 ㎡

ことが懸念されます。
　このことから、 ㎡

㎡ だと考えます。

対      象 西新小岩五丁目に土地･建物を所有する方

令和４年11月28日～12月31日
登記簿を基に郵送配布、郵送回収
（一部オンライン回収）

実施期間

実施⽅法

回      収 338件（338/1,263＝回収率26.8％）
※12月31日到着分まで 現在

500㎡ 1,500㎡ 500㎡

80㎡150㎡

建築物の構造に関する防⽕上の制限（案）

 建替えの際のルールは、令和６年度の都市計画決定を⽬指して取り組みを進めてまいります。

      令和４年度    　　　　　　　　令和５年度 　　　　　　　      　 令和６年度
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